
日本小学生バレーボール連盟規約日本小学生バレーボール連盟規約日本小学生バレーボール連盟規約日本小学生バレーボール連盟規約    

（（（（JEVAJEVAJEVAJEVA））））    

第１章第１章第１章第１章    名称及び事務局名称及び事務局名称及び事務局名称及び事務局    

第 １ 条 名称 

本連盟は日本小学生バレーボール連盟といい、外国に対しては、Japan  

Elementary School Children‘s Volleyball Association（略称 JEVA）と 

称する。 

第 ２ 条 事務局 

本連盟の事務局は会長の定めるところに置く。 

    

第２章第２章第２章第２章    目的目的目的目的    

第 ３ 条  本連盟は、わが国における小学生バレーボール団体を統括し、小学生バレーボー 

ルの普及発展を図り、もって、小学生の心身の健全な発達に寄与し、、、、その育成に 

努めることを目的とする。 

    

第３章第３章第３章第３章    事業事業事業事業    

第 ４ 条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）小学生バレーボール競技大会の開催 

（２）小学生バレーボール教室の開催 

（３）小学生バレーボールの指導者育成のための講習会及び研修会の開催 

（４）小学生バレーボールの審判員養成のための講習会及び研修会の開催 

（５）小学生バレーボールに関する競技規則及び施設用具の調査研究 

（６）その他必要な事業 

    

第４章第４章第４章第４章    組織組織組織組織    

第 ５ 条  本連盟は、各都道府県小学生バレーボール連盟及び各ブロック小学生バレーボー 

ル連盟で組織する。 

２ 各ブロック小学生連盟の目的及び組織については別に定める。 

    

第５章第５章第５章第５章    役員役員役員役員    

第 ６ 条 本連盟には、次の役員を置く。 

（１）会    長 １名     （５）常任理事 若干名 

（２）副 会 長 若干名   （６）理  事 若干名 

（３）理 事 長 １名     （７）評 議 員 各都道府県１名 

（４）副理事長 若干名   （８）監  事 若干名 

第 ７ 条 本連盟の役員は、その就任時満７５歳未満でなければならない。ただし、会長に 

あってはその就任時満８０歳未満でなければならない。  

２ 役員の任期は２年とし再任を妨げない。ただし、同一役職の再任の上限を５ 

期１０年とする。 

３ 監事及び事務局員においても役員と同じ扱いとする。 



４ 任期途中に就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第 ８ 条 会長は、役員選考委員会（以下、選考委員会）が理事会に推薦し、承認後、評議 

員会で承認を得る。 

２ 会長は、本連盟の業務を統括し、連盟を代表する。 

３ 会長は、本連盟の事業活動に必要な人材を定数以内で若干名の学識経験理事 

を推薦することができる。 

第 ９ 条 副会長は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、評議員会で承認を得る。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、その職務を代表する。 

第１０条 理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。 

２ 理事長は、会務を処理執行する。緊急事項については、理事長が先決執行す 

ることができる。この場合は、次期常任理事会及び理事会で承認を得るもの 

とする。 

第１１条 副理事長は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるとき、その職務を代行する。 

第１２条 常任理事は、理事の中から理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。 

２ 常任理事は常務を処理する。 

第１３条 理事は、ブロック選出理事及び学識経験理事とし、その総数は２５名以内とする。 

２ ブロック選出理事は、各ブロック１名とし、各ブロック小学生バレーボール 

連盟の推薦により、評議員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。 

３ 学識経験理事は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、評議員会の承認を 

得て、会長がこれを委嘱する。 

４ 理事は、理事会の構成員となる。 

５ 理事は、評議員及び監事の兼任はできない。 

第１４条 監事は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、評議員会の承認を得て、会長が 

これを委嘱する。 

２ 監事は、独立した組織とし活動する。 

３ 監事は、業務および会計を監査する。 

４ 監事は、理事及び評議員の兼任はできない。 

第１５条 評議員は、本連盟に加盟する各都道府県小学生バレーボール連盟から推薦された 

者とし、会長がこれを委嘱する。 

２ 評議員は、評議員会の構成員となる。 

３ 評議員は、理事（ブロック理事も含む）及び監事の兼任はできない。 

第６章第６章第６章第６章    会議会議会議会議    

第１６条 本連盟には、次の会議を置く。 

（１） 評議員会 

（２） 理事会 

（３） 常任理事会 

第１７条 評議員会は、本連盟の全役員をもって構成し、毎年１回開催する。 

２ 評議員会は、会長が招集し議長となる。 

３ 評議員会は、書面による評決ができる。 



４ 評議員会は、次の事項を審議決定する。 

（１）  事業計画及び事業報告 

（２）  予算及び決算 

（３）  役員の決定 

（４）  規約の改正 

（５）  その他重要な事項 

５ 評議員会は構成員の半数が出席し出席者の過半数で議事を可決することがで 

きる。 

第１８条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事及び理事、監事をもって構

成する。 

２ 理事会は、会長が招集し議長となる。 

３ 理事会は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成によ 

り決定する。 

４ 理事会は、書面による評決ができる。その評決結果は理事会の議決とする。 

５ 理事会は、本連盟の重要事項を審議する。理事会の議決がない議事については、 

評議員会に提案することはできない。 

６ 理事会は、構成員の半数が出席し出席者の過半数で議事を審議し可決するこ 

とができる。 

第１９条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事をもって構成する。 

２ 常任理事会は、会長が招集し、理事長が議長となる。 

３ 常任理事会は、本連盟の基本事項を企画立案をする。 

４ 企画立案をした重要事項は、理事会に提案をして承認後、評議員会に提案し承 

認を得る。 

    

第７章第７章第７章第７章    委員会委員会委員会委員会    

第２０条 本連盟には、次の委員会を置くことができる。 

（１）総務委員会     （４）審判委員会 

（２）指導普及委員会 （５）コンプライアンス委員会 

（３）競技委員会     （６）特別委員会 

２ 委員会は、本連盟の事業を遂行するために必要な事項を分担し、常任理事会の 

承認を得て処理執行する。 

３ 特別委員会は、必要に応じて会長が設置する。 

４ 委員会には、次の役員を置くことができる。 

（１）委員長   １名   （３）委員   若干名 

（２）副委員長 若干名 （４）主事   １名 

 

 

第８章第８章第８章第８章    加盟登録加盟登録加盟登録加盟登録    

第２１条 本連盟の加盟登録については、別に定める。 

 



第９章第９章第９章第９章    会計会計会計会計    

第２２条 本連盟の経費は、次のものをもってあてる。 

（１）各都道府県小学生バレーボール連盟分担金 

（２）公益財団法人日本バレーボール協会のＭＲＳ登録料（選手、指導者、役員） 

（３）事業及び販売収益 

（４）寄付金 

（５）協賛金 

（６）その他 

第２３条 本連盟の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第２４条 本連盟の予算は、常任理事会で編成し、理事会の承認を得なければならない。また、 

決算は、監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。 

２ 予算・決算は、理事会の承認後、評議員会で審議決定するものとする。 

３ 補正予算は、理事会で審議し承認後、評議員に報告をする。 

第１０章 規約改正 

第２５条 本連盟の規約は、評議員会出席者の３分の２以上の承認を得て変更することがで 

きる。 

 

附則 

本連盟の規約施行について必要な細則は、理事会において定める。 

 

本連盟の規約は、昭和５４年 ４月 １日から施行する。 

本連盟の規約は、昭和５６年 ４月 １日から施行する。 

本連盟の規約は、昭和５８年 ４月 １日から施行する。 

本連盟の規約は、昭和６２年 ４月 １日から施行する。 

本連盟の規約は、平成 元年 ４月 １日から施行する。 

本連盟の規約は、平成 ３年 ４月 １日から施行する。 

本連盟の規約は、平成 ７年 ４月 １日から施行する。 

本連盟の規約は、平成１１年 ４月 １日から施行する。 

本連盟の規約は、平成１４年 ４月 １日から施行する。 

本連盟の規約は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

本連盟の規約は、平成２１年 ３月２１日から施行する。 

本連盟の規約は、平成２６年 ３月２１日から施行する。 

本連盟の規約は、平成２７年 ３月１９日から施行する。 

本連盟の規約は、平成２８年 ３月２１日から施行する。 

本連盟の規約は、平成２９年 ３月２０日から施行する。 

本連盟の規約は、平成３０年 ８月 １日から施行する。 

本連盟の規約は、令和 ２年 ５月１０日から施行する。 

 

 


